
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
五
号

国
会
に
置
か
れ
る
機
関
の
休
日
に
関
す
る
法
律

（
国
会
に
置
か
れ
る
機
関
の
休
日
）

第
一
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
は
、
国
会
に
置
か
れ
る
機
関
の
休
日
と
し
、
当
該
機
関
の
執
務
は
、
原
則
と
し
て

行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

一
　
日
曜
日
及
び
土
曜
日

二
　
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日

三
　
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の
日
（
前
号
に
掲
げ
る
日
を
除
く
。
）

２
　
前
項
の
「
国
会
に
置
か
れ
る
機
関
」
と
は
、
裁
判
官
弾
劾
裁
判
所
、
裁
判
官
訴
追
委
員
会
、
国
立
国
会
図
書
館

並
び
に
各
議
院
に
置
か
れ
る
事
務
局
及
び
法
制
局
そ
の
他
法
令
に
基
づ
き
各
議
院
に
置
か
れ
る
機
関
で
両
議
院
の

議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
も
の
を
い
う
。

３
　
第
一
項
の
規
定
は
、
国
会
に
置
か
れ
る
機
関
の
休
日
に
当
該
各
機
関
が
そ
の
権
限
を
行
使
し
、
又
は
そ
の
所
掌

事
務
を
遂
行
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
期
限
の
特
例
）

第
二
条
　
国
会
に
置
か
れ
る
機
関
に
対
す
る
申
立
て
そ
の
他
の
行
為
の
期
限
で
法
令
で
規
定
す
る
期
間
を
も
つ
て
定

め
る
も
の
が
国
会
に
置
か
れ
る
機
関
の
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
国
会
に
置
か
れ
る
機
関
の
休
日
の
翌
日
を
も
つ

て
そ
の
期
限
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附
　
則

１
　
こ
の
法
律
は
、
行
政
機
関
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
一
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

２
　
東
京
電
力
福
島
原
子
力
発
電
所
事
故
調
査
委
員
会
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
二
号
）
が
そ
の
効
力
を
有

す
る
間
に
お
け
る
第
一
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
定

め
る
も
の
並
び
に
東
京
電
力
福
島
原
子
力
発
電
所
事
故
調
査
委
員
会
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
四
月
二
日
法
律
第
二
七
号
）

こ
の
法
律
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
機
関
の
休
日
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
二
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
〇
月
七
日
法
律
第
一
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
国
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
一
号
）
の
施
行
の
日
か

ら
施
行
す
る
。
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